
別 紙 １ 

「児童発達支援利用料金内容」 
 

１-１児童発達支援利用料金                                                                         

株式会社 くろり 

項      目 単   位   数 備      考 

【利用基本単位】 区分１ ３０分～１時間３０分           

９０１単位/日 

区分２   １時間３０分～３時間以下       

928 単位/日 

区分３    ３時間以上～５時間以下        

９８０単位/日 

※ サービス利用時間により算定 

※ ご家庭の都合等により前後に超過した場合は「延長

支援加算」の対象になります。ただし事業所の事情に

より不可能の場合があります。 

【各種加算】 

延長支援加算日 ⑴ 延長１時間～２時間未満              

９２単位/日 

⑵ 延長２時間以上         

１２３単位/日 

⑶ ３０分～１時間未満                  

６１単位/日 

 

 

※⑶は、利用者都合で短時間になった場合に算定 

児童指導員加配加算 (１)常勤・専従・経験５年以上            

１８７ 単位/日 

(2)常勤・専従・経験５年未満            

１５２ 単位/日 

(3)常勤換算・経験５年以上             

１２３ 単位/日 

(4)常勤換算・経験５年未満             

１０７ 単位/日 

(5)その他の従業員を配置              

９０ 単位/日 

※基準人員(児童指導員か保育士で２名以上、うち１人

は常勤で配置)の他 に左記に該当する職員を配置

した場合に算定 

福祉専門職員配置加算 区 分 ( Ⅰ )              

１５ 単位/日 

区 分 ( Ⅱ )                  

１０ 単位/日 

区 分 ( Ⅲ )                  

６ 単位/日 

※常勤従業員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神

保健福祉士又は公認心理士の割合によって算定 

※(Ⅲ)は、従業員のうち常勤者の割合によって算定 

専門的支援加算                                    

１２３ 単位/日 
※理学療法士等を配置した場合に算定 

専門的支援実施加算 原則月４回、最大６回まで      １       

１５０ 単位/日 
※専門人材が、個別・集中的に支援をした場合に算定 

送迎加算 
４ 単位/回 

片道につき 

欠席時対応加算 
４ 単位/回 

 

子育てサポート加算 月 ４ 回        

８０ 単位/回 
※保護者に支援参加の機会を提供し、児童の特性を踏

まえた相談を行った場合に算定 

上限管理加算 月 １ 回            

１５０ 単位/回 
※他事業所との負担料調整事務 

事業所間連携加算 ( Ⅰ ) 中 核 事 業 所      

５００ 単位/回 

( Ⅱ ) 連 携 事 業 所      

１５０ 単位/回 

※他の事業所と、支援情報の連携を行った場合に算定 

関係機関連携加算 (Ⅰ)保育所や学校と連携し支援計画の作成   

２５０ 単位/回 

( Ⅱ ) 保 育 所 や 学 校 と ( Ⅰ ) 以 外 の 連 携    

２００ 単位/回 

( Ⅲ ) 児 相 、 医 療 機 関 と 情 報 連 携       

１５０ 単位/回 

( Ⅳ ) 就 学 、 就 職 先 と 連 絡 調 整          

２００ 単位/回 

※(Ⅰ)～(Ⅲ)は、月１回まで 

※(Ⅳ)は、１回のみ 

 

 

 

1-2                                                                                        

株式会社 くろり 



家族支援加算 (Ⅰ)個別相談援助 

  ・ 居 宅 訪 問 ( 所 要 1H 以 上 )            

３００単位/回 

       ( 所 要 1H 未 満 )            

２００単位/回 

  ・ 事 業 所 内 対 面                  

１００単位/回 

  ・ オ ン ラ イ ン                      

８０単位/回 

 

(Ⅱ)グループ相談援助 

  ・ 事 業 所 内 対 面                    

８０単位/回 

  ・ オ ン ラ イ ン                       

６０単位/回 

※いずれも月４回まで 

個別サポート支援加算 ( Ⅰ ) 個 別 サ ポ ー ト 支 援                

１２０単位/日 

( Ⅱ ) 個 別 サ ポ ー ト 支 援                

１５０単位/日 

※(Ⅰ)は、ケアニーズの高い児童への支援 

※(Ⅱ)は、親が原因で要保護・要支援の必要児童に、児相やこ

ども家庭センターと連携を行った場合に算定 

保育・教育等移行支援加算 ・退所前に移行に向けた取り組み(２回)         

５００単位/回 

・退所後に居宅訪問し相談援助/回(２回)       

５００単位/回 

・退所後に保育所等への訪問し援助(１回)     

５００単位/回 

※事業所を退所して保育所等に通うことになった場合に算定 

 

【福祉・介護職員等処遇改善加算】 
 

※ 福祉・介護職員等処遇改善加算とは・・・・・・・ 福祉・介護の現場で安定的な人材確保を目的として、賃金向上や

職場環境の整備を行い職員の処遇を改善するための国(厚労省)の

行う事業で、当事業所も要件に合致していることから積極的に参画

しています。 

 

 (加算率) 
福祉・介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ) １３．１%    (Ⅱ) １２．８％    (Ⅲ) １１．８%    (Ⅳ) ９．６% 

※ (Ⅰ)～(Ⅳ)は、要件によりことなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 ２ 

「放課後等デイサービス利用料金内容」 
 

1-1 放課後等デイサービス利用料金                                                            

株式会社 くろり 

項      目 単   位   数 備      考 

（利用基本単位） 区分１ ３０分～１時間３０分           

５７４単位/日 

区分２   １時間３０分～３時間以下       

６０９単位/日 

区分３    ３時間以上～５時間以下        

６６６単位/日 

                        (区分３は、学

校の休業日のみ) 

※ サービス利用時間により算定 

※ ご家庭の都合等により前後に超過した場合は「延長支援

加算」の対象になります。ただし事業所の事情により不可能

の場合があります。 



【各種加算】 

延長支援加算日 ⑴ 延長１時間～２時間未満              

９２単位/日 

⑵ 延長２時間以上         

１２３単位/日 

⑶ ３０分～１時間未満                  

６１単位/日 

 

 

※⑶は、利用者都合で短時間になった場合に算定 

児童指導員加配加算 (１)常勤・専従・経験５年以上            

１８７ 単位/日 

(2)常勤・専従・経験５年未満            

１５２ 単位/日 

(3)常勤換算・経験５年以上             

１２３ 単位/日 

(4)常勤換算・経験５年未満             

１０７ 単位/日 

(5)その他の従業員を配置              

９０ 単位/日 

※基準人員(児童指導員か保育士で２名以上、うち１人は常勤

で配置)の他 に左記に該当する職員を配置した場合に算

定 

福祉専門職員配置加算 区 分 ( Ⅰ )              

１５ 単位/日 

区 分 ( Ⅱ )                  

１０ 単位/日 

区 分 ( Ⅲ )                  

６ 単位/日 

※常勤従業員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福

祉士又は公認心理士の割合によって算定 

※(Ⅲ)は、従業員のうち常勤者の割合によって算定 

専門的支援加算                                    

１２３ 単位/日 

※理学療法士等を配置した場合に算定 

専門的支援実施加算 原則月２回、最大６回まで      １       

１５０ 単位/日 

※専門人材が、個別・集中的に支援をした場合に算定 

送迎加算 
４ 単位/回 

片道につき 

欠席時対応加算 
４ 単位/回 

 

子育てサポート加算 月 ４ 回        

８０ 単位/回 

※保護者に支援参加の機会を提供し、児童の特性を踏まえた

相談を行った場合に算定 

上限管理加算 月 １ 回            

１５０ 単位/回 

※他事業所との負担料調整事務 

事業所間連携加算 ( Ⅰ ) 中 核 事 業 所      

５００ 単位/回 

( Ⅱ ) 連 携 事 業 所      

１５０ 単位/回 

※他の事業所と、支援情報の連携を行った場合に算定 

関係機関連携加算 (Ⅰ)保育所や学校と連携し支援計画の作成   

２５０ 単位/回 

( Ⅱ ) 保 育 所 や 学 校 と ( Ⅰ ) 以 外 の 連 携    

２００ 単位/回 

( Ⅲ ) 児 相 、 医 療 機 関 と 情 報 連 携       

１５０ 単位/回 

( Ⅳ ) 就 学 、 就 職 先 と 連 絡 調 整          

２００ 単位/回 

※(Ⅰ)～(Ⅲ)は、月１回まで 

※(Ⅳ)は、１回のみ 

 

 

 

 

２ - ２                                                                               

株式会社 くろり 

家族支援加算 (Ⅰ)個別相談援助 

  ・ 居 宅 訪 問 ( 所 要 1H 以 上 )            

３００単位/回 

       ( 所 要 1H 未 満 )            

２００単位/回 

  ・ 事 業 所 内 対 面                  

１００単位/回 

  ・ オ ン ラ イ ン                      

８０単位/回 

 

(Ⅱ)グループ相談援助 

  ・ 事 業 所 内 対 面                    

８０単位/回 

  ・ オ ン ラ イ ン                       

※いずれも月４回まで 



６０単位/回 

個別サポート支援加算 ( Ⅰ ) 個 別 サ ポ ー ト 支 援                

１２０単位/日 

( Ⅱ ) 個 別 サ ポ ー ト 支 援                

１５０単位/日 

 

 

（ Ⅲ ）  個 別 サ ポ ー ト 支 援                 

７０単位/日 

※(Ⅰ)は、指標判定１３点以上の児童への支援 

※(Ⅱ)は、親が原因で要保護・要支援の必要児童に、児相やこ

ども家庭センターと連携を行った場合に算定 

 

※不登校児対象、学校との連携をとりながら支援 

保育・教育等移行支援加算 ・退所前に移行に向けた取り組み(２回)         

５００単位/回 

・退所後に居宅訪問し相談援助/回(２回)       

５００単位/回 

・退所後に保育所等への訪問し援助(１回)     

５００単位/回 

※事業所を退所して保育所等に通うことになった場合に算定 

 

【福祉・介護職員等処遇改善加算】 
 

※ 福祉・介護職員等処遇改善加算とは・・・・・・・ 福祉・介護の現場で安定的な人材確保を目的として、賃金向上や

職場環境の整備を行い職員の処遇を改善するための国(厚労省)の

行う事業で、当事業所も要件に合致していることから積極的に参画

しています。 

 

 (加算率) 
福祉・介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ) １３．４%    (Ⅱ) １３．１％    (Ⅲ) １２．１%    (Ⅳ) ９．８% 

※ (Ⅰ)～(Ⅳ)は、要件によりことなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 ３ 

 

「利用料金計算例及び利用負担額」 
 

※ 令和７年４月１日現在   １単位単価 ＝ １０円 

※ 別紙１の単位数参照 

※ 加算内容によって変動します。 

 

〇 利用料金の計算(利用１回) 

 ・ 基本単位数＋各加算単位数＋処遇改善率 ＝ 利用単位数 

 ・ 利用単位数×地域単価１０円＝ 利用者料金 

 

【計算例】   

 放デイの場合で、基本単位区分２、延長加算１H、往復送迎あり、処遇改善加算Ⅰに該当 



①  基本単位６０９単位＋延長加算９２単位＋送迎加算２回１０８単位＝８０９× 処遇改善率(Ⅰ) １３．

４％ ＝９１７.４０６(四捨五入)＝総利用９１７単位/回 

②  ８０９× 処遇改善率(Ⅰ) １３．４％ ＝１０８.４０６(四捨五入)＝１０８ 

③  ８０９＋処遇改善分１０８＝９１７単位/回 

④  ② 総利用９１７単位×地域単価１０円 ＝９,１７０円/回 

 １回あたり利用料×利用日数 ＝ 月利用料   月１０回利用の場合９１，７００円(総利用料金) 

 利用者負担額１０%から ９,１７０円/月 

 利用負担上限額が例えば４，６００円なら負担金は４，６００円になります。 

 

 

【利用者負担額】 

 〇 総利用料金の１０% (残りの９０％は国の負担になります。) 

 

【利用者負担額の上限】 

 〇 利用者様の所得により、負担額の上限が０円、４，６００円、３７，２００円になります。(受給者証記載額) 

   ※ 上限額を超える額については国の負担になります。 

   ※ 上限額等の詳細については、住所のある市役所障がい福祉課にお問い合わせください。 

 


